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決
　算算

平成22年度　歳出総額

［ ]
87億3,809万円

■義務的経費について、対前年度比2.9%増加
　している主な要因としては、人件費及び扶
　助費の増があげられます。
■普通建設事業費について、対前年度比12.7%
　減少している主な要因としては、基幹作業
　林道整備事業等の減があげられます。
■その他経費について、対前年度比1.0%増加
　している主な要因としては、物件費の増が
　あげられます。

■国庫支出金について、対前年度比36.8%減少
　している主な要因としては、地域活性化・
　経済危機対策臨時交付金等の減があげられ
　ます。
■諸収入について、対前年度比51.3%減少して
　いる主な要因としては、檜山ふるさと市町
　村圏基金出資金返還金等の減があげられま
　す。
■分担金及び負担金について、対前年度比　
　58.3%減少している主な要因としては、畜産
　担い手育成総合整備事業受益者負担金等の
　減があげられます。

一般会計 使ったお金(性質別歳出決算と構成状況)

科　目 平成22年度 平成21年度
前　年　比　較
増減額 増減率

義務的経費 17億3,832万円16億8,874万円 4,958万円 2.9
人件費 7億9,489万円 7億4,575万円 4,914万円 6.6
扶助費 3億5,259万円 2億9,894万円 5,365万円 17.9
公債費 5億9,084万円 6億4,405万円 △　 5,321万円 △ 8.3

普通建設事業費 10億5,083万円12億  317万円 △1億5,234万円 △12.7
その他の経費 27億2,121万円26億9,394万円 2,727万円 1.0

物件費 6億9,322万円 6億4,042万円 5,280万円 8.2
補助費 10億2,040万円10億5,038万円 △   2,998万円 △ 2.9
繰出金 4億3,360万円 4億4,204万円 △     844万円 △ 1.9
その他 5億7,399万円 5億6,110万円 1,289万円 2.3

合　　計 55億1,036万円55億8,585万円 △   7,549万円 △ 1.4

一般会計 入ってきたお金(歳入決算と構成状況)

■借入金(町債の借入状況)
内　　　訳 年度末現在高

【一般会計】 57億5,209万円

【特別会計】
・国保施設（病院）
・老人保健施設
・簡易水道
・公共下水道

26億9,677万円
9,983万円

3億9,635万円
3億6,082万円
18億3,977万円

合　　　計 84億4,886万円

■一般会計／昨年度と比較して、6,318万円借入残高
が増加しております。この要因は、元金４億9,742万
円を償還しましたが、就学前子育て支援施設整備事業
等により、５億6,060万円を借り入れたことによるも
のです。なお、利子については、9,342万円償還して
おります。
■特別会計／昨年度と比較して、２億5,854万円借入
残高が減少しております。この要因は、同額の元金を
償還したことによるものです。なお、利子については、
6,101万円償還しております。

■積立金(基金及び資金)
内　　　訳 年度末現在高

各会計財政調整基金
・財政調整基金（一般会計）
・国保会計財政調整基金
・簡易水道財政調整基金

8億4,254万円
6億5,032万円

6,480万円
1億2,742万円

土地開発基金 1億9,336万円

生活交通路線確保対策基金 2億1,534万円

減債基金 5億5,491万円

ふるさと創生基金 1億9,907万円

地域福祉基金 1億4,424万円

公共施設整備基金 8億1,523万円

その他基金 1億7,086万円

合　　　計 31億3,555万円

備荒資金積立金 18億5,853万円

人件費(14.4％）
扶助費(6.4％）

公債費(10.7％）

普通建設事業費(19.1％）物件費(12.6％）

補助費(18.5％）

繰出金(7.9％）

その他(10.4％）

地方交付税(53.4％）町債(10.0％）

町税(9.1％）

道支出金(8.5％）
国庫支出金(7.6％）

諸収入(1.2％）
その他収入(3.7％）

地方譲与税(2.0％）

分担金及び負担金(2.4％）
使用料及び手数料(2.1％）

科　目 平成22年度 平成21年度
前　年　比　較
増減額 増減率

地方交付税 29億8,483万円28億　383万円 1億8,100万円 6.5
町債 5億6,060万円 3億6,540万円 1億9,520万円 53.4
町税 5億　617万円 5億　464万円 153万円 0.3

道支出金 4億7,154万円 3億4,214万円 1億2,940万円 37.8
国庫支出金 4億2,414万円 6億7,108万円 △2億4,694万円 △36.8

分担金及び負担金 1億3,597万円 3億2,568万円 △1億8,971万円 △58.3
使用料及び手数料 1億1,422万円 1億　841万円 581万円 5.4
地方譲与税 1億1,258万円 1億1,630万円 △     372万円 △ 3.2

諸収入 6,866万円 1億4,113万円 △   7,247万円 △51.3
その他収入 2億　769万円 2億6,128万円 △   5,359万円 △20.5
合　　計 55億8,640万円56億3,989万円 △   5,349万円 △ 0.9

　今金町の台所事情とも言える平成22年度の「決算」が、第３回今金
町定例議会に報告され、９月26日に承認となりました。
　一般会計における歳出総額は55億1,036万円（1.4%減）、歳入は55億
8,640万円（0.9%減）となっています。
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■会計別決算状況

会  計  名 歳出（前年対比） 歳入（前年対比）

一般会計 55億1,036万円  (△1.4％ ) 55億8,640万円 (△0.9％ )

特別会計 32億2,773万円 (△8.7％ ) 32億4,149万円 (△8.9％ )

国保事業 9億5,631万円   (0.2％ )  9億5,904万円 (△0.5％ )

老人事業 148万円 (△71.3％ ) 148万円 (△71.3％ )

後期高齢者医療  7,232万円  (6.5％ ) 7,236万円   (6.4％ )

介護保険

・保険事業勘定
・サービス事業勘定

6億4,325万円

6億3,572万円
  753万円

(8.6％ )

 (8.5％ )
(11.3％ )

6億4,421万円  

6億3,659万円 
762万円

(8.6％ )

(8.6％ )
(12.1％ )

介護老人保健施設
・収益的収入、支出
・資本的収入、支出
・損益勘定留保資金

3億7,580万円
 3億5,478万円 

2,102万円

-

(1.3％ )  3億7,595万円
 3億5,493万円

-
    2,102万円

(1.3％ )

国保施設(病院）

・収益的収入、支出
・資本的収入、支出
・損益勘定留保資金

8億  296万円

7億  644万円
  9,652万円

-

 (1.1％ )  8億  406万円

 7億  754万円
101万円

9,551万円

 (1.0％）

簡易水道事業 1億3,416万円 （△1.2％ ) 1億4,248万円 (△0.4％ )

下水道事業 2億4,145万円 (△60.8％ )  2億4,191万円 (△60.9％ )

総  合  計 87億3,809万円 (△4.2％ ) 88億2,789万円 (△4.0％ )

・就学前子育て支援施設整備事業
　　　　４億　917万円
・森林管理道新御影線開設事業
　　　　　　3,205万円
・基幹作業道路網整備事業
　　　　　　2,700万円
・森林整備地域活動支援事業
　　　　　　2,321万円
・浄化槽設置整備事業
　　　　　　1,960万円
・日進寿の家改修事業
　　　　　　1,423万円
・辺地共聴施設整備事業
　　　　　　1,140万円

・利別通線交付金事業
　　　　　　9,007万円
・プラザ２１改修事業
　　　　　　8,311万円
・畜産担い手育成総合整備事業
　　　　　　6,078万円
・辺地共聴施設整備事業
　　　　　　5,474万円
・防雪柵設置取外し事業
　　　　　　3,569万円
・八束高台線交付金事業
　　　　　　2,007万円
・クアプラザピリカ機械室改修事業
　　　　　　1,932万円
・交流促進センター改修事業
　　　　　　1,722万円
・雪寒機械購入事業
　　　　　　1,678万円
・流雪溝投雪蓋改修事業
　　　　　　1,322万円

 《単独事業》 《補助事業》

【主な事業内容】歳出　　(一般会計)

今金町比率
－

早期健全化基準 財政再生基準
15％ 20％

介護老人保健
施設特別会計

国民健康保険特
別会計施設勘定

簡易水道事業
特別会計

公共下水道事業
特別会計

－ － － －

経営健全化基準
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■早期健全化基準

　限られた財源をもっとも有効に使うよう、

経常経費の節減を図りながら、明るく住みよ

い町づくりを目指し、福祉の向上、産業基盤

の充実など、町民の生活に密着した事業が執

行されました。

■実質赤字比率は？

■公営企業資金不足比率は？

■連結実質赤字比率は？

■実質公債費比率は？

今金町比率
－

早期健全化基準 財政再生基準
20％ 35％

今金町比率
13.2％

早期健全化基準 財政再生基準
25％ 35％

■将来負担比率は？

今金町比率
　3.3％

早期健全化基準 財政再生基準
350％

　

健
全
化
法
に
お
い
て
は
、
地

方
公
共
団
体(

都
道
府
県
、
市

町
村
及
び
特
別
区)

の
財
政
状

況
を
客
観
的
に
表
し
、
財
政
の

早
期
健
全
化
や
再
生
性
の
必
要

を
判
断
す
る
た
め
の
も
の
と
し

て
、
４
つ
の
財
政
指
標
を
「
健

全
化
判
断
比
率
」
と
し
て
定
め

て
い
ま
す
。

　

地
方
公
共
団
体
は
、毎
年
度
、

前
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全

化
判
断
比
率
を
そ
の
算
定
資
料

と
と
も
に
監
査
委
員
の
審
査
に

付
し
た
上
で
議
会
に
報
告
し
、

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

【用語解説】【用語解説】

　早期健全化基準を超えた場合、その市町村は財財
政健全化計画政健全化計画の策定が義務付けられます。

■財政再生基準
　再生基準を超えた場合、その市町村は財政再生財政再生
計画計画の策定が義務付けられます。財政再生計画に
対して国の同意がない場合は、一部を除き地方債
の起債が制限されます。

■経営健全化基準
　公営企業会計の資金不足比率が経営健全化基準
を超えた場合は、その公営企業会計は経営政健全経営政健全
化計画化計画の策定が義務付けられます。
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